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旧カリキュラム等の受験者の対応について

既にお知らせしているとおり、本年度より AT 試験制度が変更となりました。旧カリキュラ

ムでの受験経験がある方の対応は以下の通りですので、確認の上、受験手続を進めて下さ

い。

１．「実技試験合格証」保有者

実技・論述試験が免除となり、客観式試験を受験し合格すれば修了となります。客観式試

験受験申込時に実技試験合格証の写しを必ず添付して下さい。客観式試験申込時に提出が

ない場合は、実技・論述試験の免除はされません。

２．「論述試験免除表」保有者

実技・論述試験の論述試験が免除となります。客観式試験を受験し、合格の場合はその年

に総合実技試験を受験して下さい。

３．「理論試験合格証保有者」（平成 22 年 12 月 22 日付以前に発行のもの）

客観式試験および実技・論述試験の論述試験が免除となります。総合実技試験のみ受験し、

合格すれば修了となります。

４．上記１～３いずれにも属さない場合は、客観式試験から受験することになります。論

述試験免除表および理論試験合格証の写しは、実技・論述試験申込の際に提出して下さい。

以上


